
 
                                    

 
 

  
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※受験申込について 
この受験要項を最後までよく読んだ上で、お申し込みください。申込
みをされた場合は、受験要項に記載された全ての事項について同意
いただいたものとしますので予めご了承ください。 

※この試験について 
合格すると、消費生活相談員資格 （国家資格）と、消費生活専門相
談員資格の両方が付与されます。 

登録試験機関 
独立行政法人 国民生活センター 

受付期間︓2026年 6月 15日（月）～7月 27日（月） 
当日消印有効(郵送申込の場合) 

       ※オンライン申込の場合は７月 31日（金）まで申込み可 

試  験  日︓第 1次試験  2026年 10月 17日（土）全国 20か所 
第 2次試験  2026年 12月 12日（土）宮城、神奈川、大阪 

12月 13日（日）愛知、福岡 
  
 

2026年度 
 

    消費生活相談員資格試験 
（消費生活専門相談員資格認定試験） 

受 験 要 項 
 

 

[国民生活センター資格制度課] ＜試験に関する問い合わせ先＞ 
TEL ０３－３４４３－７８５５ 
受付時間 9:30～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く） 

国家資格 

[国民生活センター消費生活相談員資格試験ヘルプデスク] 
＜受験申込方法・受験手数料・キャンセル等に関する問い合わせ先＞ 
2026年 6月 12日（金）～9月 15日（火） 
TEL ０４７６－３３－７１５８  
受付時間９:00～17:00（土・日・祝日を除く）（業務委託先︓日本通信紙株式会社） 

2026.3 
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【【重重要要なな情情報報】】以下のウェブサイトに掲載します。適宜ご確認をお願いします。 

■国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html 

 掲載例：受験要項、第 1次試験問題等、試験結果など、試験に関する情報 

■消費生活相談員資格試験お知らせサイト https://shikakushiken.kokusen.go.jp/ 

 オンラインで申込みをされる方は、このサイト（以下「お知らせサイト」という）

からお申し込みください。 

掲載例：最終合格者受験番号、各種通知発送の連絡、試験中止等の緊急連絡 

など、受験者へのお知らせ 

 

１）受験申込書にメールアドレスを記載された方には、「お知らせサイト」に掲載した

内容を、メール（以下「お知らせメール」という）でもご案内します。 

ドメイン「e-ntk.co.jp」を受信できるよう、予め設定をお願いします。 

２）１）以外にも、受験申込書等の不備等に関する問い合わせや、受験申込書面審査

完了のお知らせ等のため、ヘルプデスク（ドメイン「e-ntk.co.jp」）から「お知ら

せメール」を送信します。「受験申込書面審査完了」のメールは、原則として受験申

込書を受理した方全員に送信しますので、8月７日（金）までに届かない場合は、

8月 13日（木）までに、ヘルプデスクに電話でご連絡ください。 

３）災害及びその他の事情により第 1次試験を中止する場合は、10月 16日（金）の

20 時までに、それ以降に発生した災害等により第 1 次試験を中止又は開始時間を

繰り下げる場合は、10月 17日（土）の試験開始前までに、その旨を「お知らせサ

イト」に掲載し、該当する会場の受験者には「お知らせメール」でもご連絡します。 

2026 年度 消費生活相談員資格試験 スケジュール 

受 験 申 込 
受 付 期 間 
※郵送申込とオンライ

ン申込で受付期間が異

なります。 

【郵送申込】 

2026 年 6 月 15 日（月）～7月 27 日（月）当日消印有効 

 ◎ 7月 28日（火）以降の消印のものは、受け付けできません。      

【オンライン申込】 

2026 年 6 月 15 日（月）～7月 31 日（金）当日中 

受 験 票 発 送     9 月 8 日（予定）   

第 1 次 試 験 10 月 17 日（土） 全国 20 か所 
第 1 次 試 験 の 
合否結果通知発送 

11 月 24 日（予定） 

第 2 次 試 験 12 月 12 日（土）宮城、神奈川、大阪 

12 月 13 日（日）愛知、福岡 

第 2 次 試 験 の 
合否結果通知発送 2027 年 1 月 8 日（予定） 
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個人情報の取り扱いについて 

受験申込書及び試験により取得した個人情報は、当センター及び当試験の業務委託先（日本通

信紙株式会社）において、試験に係る事務及び消費生活専門相談員資格認定に係る事務を適正に

実施するために必要な範囲内で利用します。取得した個人情報は、適切に管理し、正確かつ安全

に取扱います。また、本試験に関する資料を作成し、特定の個人を識別できる情報を除いて公表

することがあります。 

なお、合格者の個人情報（氏名、生年月日、住所）については、消費者安全法施行規則第 8条

の 20に基づき、消費者庁に提出します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

特定商取引法第 13条との関係について 

 当試験に申込みをされた場合は、当センターが電磁的方法により特定商取引法第 13条に基づ

く通知を提供することについて同意いただいたものとしますので予めご了承ください。 
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１１．．ここのの試試験験ににつついいてて 

国民生活センターでは、1991年度に国・地方公共団体等が行う消費生活相談業務

に携わる消費生活相談員のための公的資格として『消費生活専門相談員資格認定制

度』を創設し、毎年度試験を実施してきました。 

 2014年 6月、消費者安全法が改正され、地方公共団体における消費生活相談体制

を強化するために、消費生活センター等に事業者に対する消費者からの苦情に係る

相談・あっせんに従事する消費生活相談員を置くこととし、消費生活相談員は、「消

費生活相談員資格試験」に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術

を有すると都道府県知事又は市町村長が認めた者から任用されることとなりまし

た。 

同法は 2016年 4月 1日に施行され、当センターは登録試験機関として、2016年

度から「消費生活相談員資格試験」（国家試験）を実施しており、2026年度は第 11

回の試験となります。この試験は、相談現場に消費生活相談員として第一歩を踏み

出す際に必要な基礎的な知識とその活用能力を確認することを目的に実施します。 
 

第 1次試験は、マークシート式試験及び論文試験を実施し、第 1次試験を通過し

た者について、第 2次試験である面接試験を実施します。 

なお、一定の要件に該当する場合、申請により第 2次試験が免除されます（詳細

は「９．試験の一部免除措置の申請」を参照）。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２２．．本本試試験験のの合合格格者者にに付付与与さされれるる資資格格  

（１）「消費生活相談員資格」（国家資格 更新なし） 

登録試験機関の長である当センター理事長名で合格証（Ａ4 縦サイズ 賞状タイ

プ）を交付します。 

（２）「消費生活専門相談員資格」（5年ごとの更新） 

 当センター理事長名で資格認定証（カードタイプ）を交付します。 

  

※※注注意意事事項項  

当試験は、地方公共団体等の消費生活相談員採用試験ではなく、合格しても就職を保証

するものではありません。就職を希望する場合は、各自で就職活動を行う必要がありま

す。応募条件等は、採用募集をしている地方公共団体等に直接お問い合わせください。    

（１） 

（２） 
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３．受験資格  年齢、性別、学歴、実務経験等を問わず、誰でも受験できます。 
 

 

４．受験手数料 １４,３００円

        納付方法は「８．受験手数料の納付」を参照 
 

 

５．試験日時・試験地・受験申込の流れ等 

（１）試験日時 

  <第 1次試験> 
 

試験日 時間割 内容 

2026年 10月 17日（土） 10:10～10:30 注意事項等の伝達、問題用紙等配布 

10:30～12:30 マークシート式試験 

12:30～13:20 休憩 

13:20～13:30 注意事項等の伝達、問題用紙等配布 

13:30～15:00 論文試験 

   

<第 2次試験>【2026年度：曜日を一部変更】 
 

試験日 試験時間 内容 

2026年 12月 12日（土）宮城、神奈川、大阪 

 12月 13日（日）愛知、福岡 

10 時～17 時で各自

に指定した時間か

ら 10～15分程度 

面接試験 

 
（２）試験地 

詳細は、2026年 5月 1日（予定）に「お知らせサイト」に掲載します。 

 

<第 1次試験> 20か所  

希望者が会場ごとに想定する定員を超えた場合はやむを得ず近隣県会場を割り

当てることがあります。早めのお申込みをお勧めします。 

北海道、宮城県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、 

福井県、岐阜県、静岡県、京都府、和歌山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、 

大分県、沖縄県 

 

<第 2次試験> 5か所 

原則として申し込んだ試験地で受験していただけます。 

  12 月 12日（土） 宮城県、神奈川県、大阪府 

12 月 13日（日） 愛知県、福岡県  
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（３）受験申込の流れ等 

受験申込の流れ及びスケジュール概要を以下に示します。受験申込にあたっては、

必ず「７．受験申込手続き」、「８．受験手数料の納付」、「９．試験の一部免除措置の

申請」を確認した上で、お申し込みください。 
 

＜受験申込の流れ及びスケジュール概要＞ 
 

 

＊太字ゴシック体：受験申込者 

＊細字明朝体  ：国民生活センター 

 一般受験者  第 2 次試験免除申請者 

6 月 12 日～ 受験手数料を納付 
団体振込の場合は予めヘルプデスクまで

ご連絡ください。 

（「８．受験手数料の納付」を参照） 

 受験手数料を納付 
団体振込の場合は予めヘルプデスクまで

ご連絡ください。 

（「８．受験手数料の納付」を参照） 

 ↓  ↓ 

6 月 15 日～ 提出書類 

①受験申込書 

（「７．受験申込手続き」を参照） 

 提出書類 

①受験申込書 

②区分ごとに必要な申請書類 
（「７．受験申込手続き」「９．試験の一部

免除措置の申請」を参照） 

 ↓  ↓ 

【郵送申込】 

～7 月 27 日 
当日消印有効 

【オンライン申込】 

～7 月 31 日当日中 

提出書類①を、８頁に示すヘルプ

デスク宛に郵送、又はオンライン

で申込み 
持参及び当センターへの郵送による申込

みは受け付けできません。 

 提出書類①＋②を、８頁に示すヘ

ルプデスク宛に郵送、又はオンライ

ンで申込み 
持参及び当センターへの郵送による申込

みは受け付けできません。 

 ↓  ↓ 

9 月 8 日（予定） 受験票発送  受験票発送 

 ↓  ↓ 

10月 17 日 第１次試験  第１次試験 

 ↓ ↓  ↓ ↓ 

11月 24 日（予定） 合格 不合格  合格 不合格 

 ↓   ↓  

12月 12 日 第２次試験   第２次試験免除  

又は 13 日       

       
12月 24 日（予定） 

 

合格 
公表 

   合格 
公表 

 

 ↓    ↓  

1 月 8 日(予定) 

 

合格証 

・認定証 

発送 

不合格 

通知 

発送 

  
合格証・認定証 

発送 

 

通知発送 通知発送 
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（３）受験申込の流れ等 

受験申込の流れ及びスケジュール概要を以下に示します。受験申込にあたっては、

必ず「７．受験申込手続き」、「８．受験手数料の納付」、「９．試験の一部免除措置の

申請」を確認した上で、お申し込みください。 
 

＜受験申込の流れ及びスケジュール概要＞ 
 

 

＊太字ゴシック体：受験申込者 

＊細字明朝体  ：国民生活センター 

 一般受験者  第 2 次試験免除申請者 

6 月 12 日～ 受験手数料を納付 
団体振込の場合は予めヘルプデスクまで

ご連絡ください。 

（「８．受験手数料の納付」を参照） 

 受験手数料を納付 
団体振込の場合は予めヘルプデスクまで

ご連絡ください。 

（「８．受験手数料の納付」を参照） 

 ↓  ↓ 

6 月 15 日～ 提出書類 

①受験申込書 

（「７．受験申込手続き」を参照） 

 提出書類 

①受験申込書 

②区分ごとに必要な申請書類 
（「７．受験申込手続き」「９．試験の一部

免除措置の申請」を参照） 

 ↓  ↓ 

【郵送申込】 

～7 月 27 日 
当日消印有効 

【オンライン申込】 

～7 月 31 日当日中 

提出書類①を、８頁に示すヘルプ

デスク宛に郵送、又はオンライン

で申込み 
持参及び当センターへの郵送による申込

みは受け付けできません。 

 提出書類①＋②を、８頁に示すヘ

ルプデスク宛に郵送、又はオンライ

ンで申込み 
持参及び当センターへの郵送による申込

みは受け付けできません。 

 ↓  ↓ 

9 月 8 日（予定） 受験票発送  受験票発送 

 ↓  ↓ 

10月 17 日 第１次試験  第１次試験 

 ↓ ↓  ↓ ↓ 

11月 24 日（予定） 合格 不合格  合格 不合格 

 ↓   ↓  

12月 12 日 第２次試験   第２次試験免除  

又は 13 日       

       
12月 24 日（予定） 

 

合格 
公表 

   合格 
公表 

 

 ↓    ↓  

1 月 8 日(予定) 

 

合格証 

・認定証 

発送 

不合格 

通知 

発送 

  
合格証・認定証 

発送 

 

通知発送 通知発送 
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６６．．試試験験科科目目・・出出題題形形式式・・合合否否判判定定基基準準  

（１）試験科目 

① 商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性に

関する科目  

② 消費者行政に関する法令に関する科目 

③ 消費生活相談の実務に関する科目 

④ 消費生活一般に関する科目 

⑤ 消費者のための経済知識に関する科目 

❉第 1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、2026年 5月 1日時点で施

行されているものです。ただし、既に公布され、施行を控えた法律の内容につ

いて、その概要に関して問う問題を出題することがあります。 

❉「論文試験」及び「面接試験」は、上記のうち、③の科目の一環として行います。 

  

（２）出題形式（「≪参考１≫第１次試験の出題形式」を参照） 

第 1次試験 （A）マークシート式試験（全 160問、各問 1点、160点満点） 

  （B）論文試験（100点満点） 

論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成

する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感

想文」といった作文ではなく、以下の評価の観点を踏まえ、客観

的な事実に基づき論理的に考察した論文である必要があります。 
 

［評価の観点］・出題の趣旨をよく理解し、テーマに関する要点が適切に記

載されているか。 

・指定語句を、論旨に沿って適切に使用しているか。 

・出題に関する知識や能力、問題意識を有しているか。 

・広い見地から考察し、適切な結論を下しているか。 

・論理に矛盾や飛躍がなく、論旨が明確になっているか。 

・消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員の

役割を踏まえて消費者問題を考察しているか。 
 

第 2次試験    面接試験 

上記６．（１）の試験科目から出題します。消費生活相談を行う

上での知識を相談事例に基づき確認するものです。具体的には、

法律や制度を当てはめて、解決方針や助言内容の検討等を行いま

す。そのほか、コミュニケーションスキルや聴き取り能力などの

技術を総合的に評価します。 

 

（３）合否判定基準   

合否判定基準は、次の通りです。 
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第 1次試験 

マークシート式試験と論文試験がそれぞれ以下の基準を満たした場合に第 1次試

験合格とします。ただし、論文試験については、マークシート式試験の得点が基準

を満たした場合のみ採点対象とします。 

論文試験を欠席、棄権した者のマークシート式試験の答案は採点しません。 
 

（A）マークシート式試験 

160点満点中、原則として 65％（104点）以上の得点があった者とする。 

ただし、「マークシート式試験」における平均点等の状況により、試験委員会

が「マークシート式試験」通過者を決定する。 
 

（B）論文試験 

①100点満点中、60％以上の得点があった者とする。 

②採点は 2人の採点者で行い、それぞれの評価点（50点満点）を合計した点数

を得点とする。 

③評価は、10段階とする。 

以下の答案については、減点の対象とする。 

・指定語句の不使用 

・指定語句に下線を引いていない場合 

・原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字 

④採点者間で採点格差が生じた場合は、必要に応じ、平均点等の状況を踏まえ、

試験委員会が得点調整を行う。 
  

第 2次試験 

2名の面接委員（判定者）の評価（5～1の 5段階）の合計点が、5点以上の者を

合格とします。 
 

  

７７．．受受験験申申込込手手続続きき  

（１）受験申込受付期間 ※郵送申込とオンライン申込で受付期間が異なります。 

2026年 6月 15日（月）～7月 27日（月）当日消印有効（郵送申込） 

7月 31日（金）当日中（オンライン申込） 

❉７月 28日（火）以降の消印での郵送、持参及び当センターへの郵送による申込み

は受け付けできません。 

 

（２）ヘルプデスク 

ご不明な点は、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。開設期間以外は、当

センター資格制度課までお問い合わせください。 

■国民生活センター消費生活相談員資格試験ヘルプデスク■ 

      開設期間 6月 12日（金）～9月 15日（火） 

     受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く) TEL 0476-33-7158 
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第 1次試験 

マークシート式試験と論文試験がそれぞれ以下の基準を満たした場合に第 1次試

験合格とします。ただし、論文試験については、マークシート式試験の得点が基準

を満たした場合のみ採点対象とします。 

論文試験を欠席、棄権した者のマークシート式試験の答案は採点しません。 
 

（A）マークシート式試験 

160点満点中、原則として 65％（104点）以上の得点があった者とする。 

ただし、「マークシート式試験」における平均点等の状況により、試験委員会

が「マークシート式試験」通過者を決定する。 
 

（B）論文試験 

①100点満点中、60％以上の得点があった者とする。 

②採点は 2人の採点者で行い、それぞれの評価点（50点満点）を合計した点数

を得点とする。 

③評価は、10段階とする。 

以下の答案については、減点の対象とする。 

・指定語句の不使用 

・指定語句に下線を引いていない場合 

・原稿用紙の使い方の不適、誤字・脱字 

④採点者間で採点格差が生じた場合は、必要に応じ、平均点等の状況を踏まえ、

試験委員会が得点調整を行う。 
  

第 2次試験 

2名の面接委員（判定者）の評価（5～1の 5段階）の合計点が、5点以上の者を

合格とします。 
 

  

７７．．受受験験申申込込手手続続きき  

（１）受験申込受付期間 ※郵送申込とオンライン申込で受付期間が異なります。 

2026年 6月 15日（月）～7月 27日（月）当日消印有効（郵送申込） 

7月 31日（金）当日中（オンライン申込） 

❉７月 28日（火）以降の消印での郵送、持参及び当センターへの郵送による申込み

は受け付けできません。 

 

（２）ヘルプデスク 

ご不明な点は、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。開設期間以外は、当

センター資格制度課までお問い合わせください。 

■国民生活センター消費生活相談員資格試験ヘルプデスク■ 

      開設期間 6月 12日（金）～9月 15日（火） 

     受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く) TEL 0476-33-7158 
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（３）提出書類について 

※※注注意意事事項項  

❉オンライン申込をする場合、下記①～④のほか「お知らせサイト」もご覧ください。 
❉①④について、当センターウェブサイト等からダウンロードした 2026 年度の指定

の様式以外は受理できません（自作・改変したものは不可）。また、記載内容の不

備、添付書類の不備があった場合も、受理できません。補正や差し替えが必要な場

合は、ヘルプデスクより電話、メール又は郵送にてご連絡しますが、その場合も受

験申込受付期間内に再提出していただきます。期限を過ぎたものは受理できません。  

❉提出書類の内容（特に住所・氏名）に変更が生じた場合は、受験申込受付期間内に

ヘルプデスクへご連絡ください。ただし、受験申込受付後の受験希望地の変更はで

きません。 

 

① 受験申込書（【記入例１】を参照） 
受験申込書に手書きして郵送申込をする場合 

 当センターウェブサイト等から受験申込書をダウンロードして、Ａ4 用紙に両面

で印刷したものに記入し、②の写真を貼付してください。必ず、黒色又は青色の消

せないインクのボールペンで記入してください。鉛筆や消えるボールペン等で記入

した受験申込書は受理できません。 

受験申込書に必要事項を入力後、印刷して郵送申込をする場合 

 「お知らせサイト」から受験申込書をダウンロードしてください。入力後、Ａ4用

紙に両面で印刷し、②の写真を貼付してください。 

オンライン申込をする場合 

 「お知らせサイト」から受験申込書をダウンロードしてください。入力後、②の

写真データを枠内に入れてください。 

❉受験票や結果通知（合格証を含む）、宛名ラベル等については、コンピュータ対

応漢字で印字させていただきます。 

❉旧氏での受験申込みを希望される方は、受験申込前にヘルプデスクまでご連絡く

ださい。 

 

②写真 

提出前 6か月以内に肩から上の正面、無帽、無背景で撮影した写真又は写真デー

タをご用意ください。上記以外のものや、スナップ写真を切り取ったもの、マスク・

サングラスを着用のもの、不鮮明なものは、不備とし、受理しません。 

郵送申込をする場合 

 縦 4.0cm×横 3.0cm、裏面に氏名を記入した写真を受験申込書の所定欄に貼付し

てください。写真データを枠内に入れてから印刷するのではなく、写真用紙に印刷

した写真を貼付してください。 

オンライン申込をする場合 

 縦：横＝4：3の写真データを、①の受験申込書の枠内に入れてください。 

 写真は、消費生活専門相談員資格認定証や登録簿にも使用します。 
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③受験手数料払込票 

郵送申込をする場合  

 受験申込書裏面に、「受領証」等（「振替払込請求書兼受領証」「明細票」「振込

完了画面」等、振込日・振込人氏名・振込先・振込金額がわかるもの）のコピーを

貼付してください。原本は手元に保管してください。 

オンライン申込をする場合 

「受領証」等の写真データをご用意ください。 

 

④試験の一部免除に係る書類（申請を行う者のみ。詳細は「９．試験の一部免除措  

置の申請」、「記入例２～４」を参照） 

区分Ａの者 ：在籍証明書 1枚 

区分Ｂの者 ：採用予定書 1枚 

区分Ｃの者 ：実務経験証明書 1枚 

オンライン申込をする場合 

 地方公共団体から受け取った PDF形式・Word形式の書類データ、又は地方公共団

体から受け取った印刷物を自身で PDF形式・JPEG形式・PNG形式にしたデータをご

用意ください。 

 

（４）受験時に配慮が必要な場合 

身体の障がいなどで受験の際に配慮が必要な場合には、受験申込前に当センター資

格制度課又はヘルプデスクまでご連絡ください。 

 

（５）受験申込書等の提出方法 （郵送申込をする場合） 

受験申込書及び試験の一部免除に係る書類

は、簡易書留にて、左記宛に郵送してくださ

い。 

封筒サイズは問いませんが、書類を折る場

合は写真が折れないようご注意ください。 

封筒裏面には、受験申込者の住所、氏名を

記載してください。 
 
 

（６）受験票 

 受験票(圧着はがき)は、受験申込書を受理した後、9月 8日（予定）に特定記録郵

便にて発送し、その旨を「お知らせサイト」に掲載します。9月 14日（月）になって

も到着しないときは、ヘルプデスクまで必ずご連絡ください。 

到着後は、速やかに内容を確認し、万が一誤り等があれば、9月 15日（火）までに

ヘルプデスクにご連絡ください。 

試験当日まで、受験票の汚損や紛失をしないでください。    

（↑印刷し宛名としてお使いいただけます↑） 

 

〒270-1391 

印西郵便局 私書箱 7号 

日本通信紙株式会社内 

国民生活センター消費生活相談員

資格試験 ヘルプデスク宛 
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８. 受験手数料の納付 

（１）金額 
受験手数料は、１４,３００円

 

（２）振込人名義、振込先 

受験申込者本人の名義で、以下の、業務委託先名義の口座へお振り込みください。 
地方公共団体等が振り込む場合（団体振込）は、団体振込申出書の提出が必要なた

め、振込前にヘルプデスクまでご連絡ください。 
 
（ゆうちょ銀行からの振り込みの場合） 

ゆうちょ銀行 

口座番号：00150-7-392639 

加入者名：日本通信紙株式会社 ニホンツウシンシ（カ      
 

（他行からゆうちょ銀行に振り込む場合） 

ゆうちょ銀行    

店名：０一九店 店番：019 預金種目：当座 口座番号：0392639 

加入者名：日本通信紙株式会社 ニホンツウシンシ（カ 

❉受験手数料払込期間 6月 12日（金）～7月 31日（金） 

❉現金書留及び現金持参による申込みは受け付けできません。 

❉領収書は、「振替払込請求書兼受領証」「明細票」の原本又は「振込完了画面」を

もってかえさせていただきます。原本はお手元に保管してください。 

❉振込手数料はご負担ください。 

❉受験手数料を超過する金額が入金された場合、入金額から受験手数料及び振込手

数料を控除して、その差額を返金します。ただし、この場合において、7月 31日

（金）17 時までにキャンセルの申し出があった場合の取扱いは、「１０．受験申

込後のキャンセル」を参照してください。 

 

 

９．試験の一部免除措置の申請 

以下の①～③のいずれかに該当する方は、消費者安全法施行規則第 8条の 8第 1項

に基づき、申請により第 2次試験を免除します。申請に必要な書類を受験申込書と共

に提出してください。不備があった場合は、受験申込受付期間内に再提出していただ

きます。再提出がない場合や修正に応じていただけない場合は、申請がなかったもの

として扱いますので、余裕をもって提出してください。 

① 受験申込書を提出する際、地方公共団体における消費生活相談の事務に従事し

ている者                     …区分Ａ 

② 受験申込書を提出する際、地方公共団体における消費生活相談の事務に従事す

ることが既に決定されている者（採用予定者）    …区分Ｂ  
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③受験手数料払込票 

郵送申込をする場合  

 受験申込書裏面に、「受領証」等（「振替払込請求書兼受領証」「明細票」「振込

完了画面」等、振込日・振込人氏名・振込先・振込金額がわかるもの）のコピーを

貼付してください。原本は手元に保管してください。 

オンライン申込をする場合 

「受領証」等の写真データをご用意ください。 

 

④試験の一部免除に係る書類（申請を行う者のみ。詳細は「９．試験の一部免除措  

置の申請」、「記入例２～４」を参照） 

区分Ａの者 ：在籍証明書 1枚 

区分Ｂの者 ：採用予定書 1枚 

区分Ｃの者 ：実務経験証明書 1枚 

オンライン申込をする場合 

 地方公共団体から受け取った PDF形式・Word形式の書類データ、又は地方公共団

体から受け取った印刷物を自身で PDF形式・JPEG形式・PNG形式にしたデータをご

用意ください。 

 

（４）受験時に配慮が必要な場合 

身体の障がいなどで受験の際に配慮が必要な場合には、受験申込前に当センター資

格制度課又はヘルプデスクまでご連絡ください。 

 

（５）受験申込書等の提出方法 （郵送申込をする場合） 

受験申込書及び試験の一部免除に係る書類

は、簡易書留にて、左記宛に郵送してくださ

い。 

封筒サイズは問いませんが、書類を折る場

合は写真が折れないようご注意ください。 

封筒裏面には、受験申込者の住所、氏名を

記載してください。 
 
 

（６）受験票 

 受験票(圧着はがき)は、受験申込書を受理した後、9月 8日（予定）に特定記録郵

便にて発送し、その旨を「お知らせサイト」に掲載します。9月 14日（月）になって

も到着しないときは、ヘルプデスクまで必ずご連絡ください。 

到着後は、速やかに内容を確認し、万が一誤り等があれば、9月 15日（火）までに

ヘルプデスクにご連絡ください。 

試験当日まで、受験票の汚損や紛失をしないでください。    

（↑印刷し宛名としてお使いいただけます↑） 

 

〒270-1391 

印西郵便局 私書箱 7号 

日本通信紙株式会社内 

国民生活センター消費生活相談員

資格試験 ヘルプデスク宛 
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③ 受験申込書を提出した日から遡って 5年間※において、地方公共団体における消

費生活相談の事務に通算して 1年以上従事していた者 …区分Ｃ 

※受験申込書提出日が 2026年 7月 1日の場合、2021年 7月 1日以降の通算 1年以上の実務経験が必要です。 

 

※注意事項 

❉区分Ａ～Ｃに該当し、免除の申請をする場合は、当センターウェブサイト等か

らダウンロードした 2026 年度の指定の様式にて地方公共団体から証明を受け、

提出してください。 

❉地方公共団体から消費生活相談業務等の事務を受託している団体から証明を受

ける場合、証明内容には、委託元の地方公共団体名、委託元での在籍期間等の

記載が必要です。詳細は、【記入例２～４】を参照してください。 

❉当該様式にて証明が行われた日から原則として 2 か月以内に受験申込書と共に

提出してください。 

❉区分Ａ～Ｃは、地方公共団体における消費生活相談の事務に限ります。国、独

立行政法人は対象外です。また、ここでの「消費生活相談の事務」とは、消費

者安全法第 10 条の 3 第 2 項に定める通り、第 8 条第 1 項第 2 号イ及びロ又は

第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定に基づき都道府県又は市町村が実施する事業者

に対する消費者からの苦情に係る相談及びあっせんを指します。単に相談者の

来所や電話を受け付ける業務や、相談カードチェック業務、啓発業務などの事

務を指すものではありません。 

 
 

１０．受験申込後のキャンセル 

受験申込後のキャンセルは、以下の通りとします。 

キャンセルの申し出日時 返金等 

7月 31日（金）17時まで 入金額から事務手数料（1,100 円）及び振込手数料を

控除して、その差額Ⓐを返金します。 

ヘルプデスクまで電話にてお申し出ください。 

7月 31日（金）17時以降 返金はできません。 

❉受験申込書が受験申込受付期間経過後に提出された場合や、受験手数料納付後、

受験申込受付期間に受験申込書等が提出されない場合（不備補正や書類差替えが

されない場合を含む）は、上記Ⓐに準じた金額を返金します。 

❉ヘルプデスクより、返金手続用書類を郵送します。書類の返送がない場合や、書

類に記載された連絡先が不正確である等のため連絡がとれない場合には、返金で

きないことがあります。 
❉提出された書類は返却しません（受験申込受付期間経過後に郵送で提出された場

合を除く）。 
❉受験手数料を次年度以降に繰り越すことはできません。 

❉第 1次試験を欠席する場合、連絡は不要です。  
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１１１１．．第第 11次次試試験験当当日日のの注注意意事事項項等等  

（１）必ず持参する物  ※文房具は、一切貸与しません。 

①受験票（当日机上に置く） 

②黒鉛筆又はシャープペンシル 
※上記以外は、マークシートの読み取りができません。 

上記以外を使用した場合、採点対象外となります。 

③消しゴム（電動は不可） 
④顔写真付きの身分証明書（本人確認書類として、試験監督員が提示を求める場合がある） 

 
（２）机上に置く、又は、使用することができる物（１１．（１）以外） 

<事前申請が不要な物>  
①定規 
②時計（通信機能、計算機能がない物。秒針音のしない物。スマートウォッチ等不可。音が出

ないように設定する）  ※時計がない会場もあります。 
③ハンカチ、ティッシュ（箱や袋から出し、中身のみ）＊ 
④目薬（挙手をして試験監督員に許可を得てから使用する）＊ 
⑤ひざかけ（上着をひざかけとして使用する場合も含む。机上に置くのは不可）＊ 
⑥無地の敷物（床に私物を置くために使用可）＊ 
※無地であればビニール袋や大判の紙でも構いません。新聞等、無地でない物を

使用した場合は不正行為とみなします。 
 

<事前申請が必要な物>  
10月 9日（金）までに当センターに申請し許可された場合、試験中、机の上に 

置くことができる物 

⑦薬（目薬以外の物）＊ 
⑧拡大鏡（虫眼鏡等、机の上に置く形状の物）＊ 
※眼鏡や老眼鏡、身に付ける形状の物は事前申請不要です。眼鏡ケースは不可。 
⑨補聴器（装着している場合でも、当日、確認させていただくことがあります） 
⑩その他、身体的な事情等により使用する必要がある物（腰痛対策のクッション等）＊ 
※申請期限後の急な疾病、事故により⑦～⑩が必要となった場合は、医師の診断書

を用意の上、試験前日までに当センター宛に電話で事情をお申し出ください。 
 
（注）＊がついている物については、当日、試験監督員が確認させていただきます。 

辞書・参考書等、鉛筆削りは試験時間中の使用不可。 
耳栓は使用不可（試験監督員の指示が聞こえないため）。 

     

（３）試験会場について 

①受験票に記載された試験地（試験会場）以外では受験できません。 

②試験会場に駐車スペースの用意はありません。公共交通機関をご利用ください。 

③空調の温度調整が困難な場合があります。調節可能な服装で来場してください。 
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③ 受験申込書を提出した日から遡って 5年間※において、地方公共団体における消

費生活相談の事務に通算して 1年以上従事していた者 …区分Ｃ 

※受験申込書提出日が 2026年 7月 1日の場合、2021年 7月 1日以降の通算 1年以上の実務経験が必要です。 

 

※注意事項 

❉区分Ａ～Ｃに該当し、免除の申請をする場合は、当センターウェブサイト等か

らダウンロードした 2026 年度の指定の様式にて地方公共団体から証明を受け、

提出してください。 

❉地方公共団体から消費生活相談業務等の事務を受託している団体から証明を受

ける場合、証明内容には、委託元の地方公共団体名、委託元での在籍期間等の

記載が必要です。詳細は、【記入例２～４】を参照してください。 

❉当該様式にて証明が行われた日から原則として 2 か月以内に受験申込書と共に

提出してください。 

❉区分Ａ～Ｃは、地方公共団体における消費生活相談の事務に限ります。国、独

立行政法人は対象外です。また、ここでの「消費生活相談の事務」とは、消費

者安全法第 10 条の 3 第 2 項に定める通り、第 8 条第 1 項第 2 号イ及びロ又は

第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定に基づき都道府県又は市町村が実施する事業者

に対する消費者からの苦情に係る相談及びあっせんを指します。単に相談者の

来所や電話を受け付ける業務や、相談カードチェック業務、啓発業務などの事

務を指すものではありません。 

 
 

１０．受験申込後のキャンセル 

受験申込後のキャンセルは、以下の通りとします。 

キャンセルの申し出日時 返金等 

7月 31日（金）17時まで 入金額から事務手数料（1,100 円）及び振込手数料を

控除して、その差額Ⓐを返金します。 

ヘルプデスクまで電話にてお申し出ください。 

7月 31日（金）17時以降 返金はできません。 

❉受験申込書が受験申込受付期間経過後に提出された場合や、受験手数料納付後、

受験申込受付期間に受験申込書等が提出されない場合（不備補正や書類差替えが

されない場合を含む）は、上記Ⓐに準じた金額を返金します。 

❉ヘルプデスクより、返金手続用書類を郵送します。書類の返送がない場合や、書

類に記載された連絡先が不正確である等のため連絡がとれない場合には、返金で

きないことがあります。 
❉提出された書類は返却しません（受験申込受付期間経過後に郵送で提出された場

合を除く）。 
❉受験手数料を次年度以降に繰り越すことはできません。 

❉第 1次試験を欠席する場合、連絡は不要です。  
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１１１１．．第第 11次次試試験験当当日日のの注注意意事事項項等等  

（１）必ず持参する物  ※文房具は、一切貸与しません。 

①受験票（当日机上に置く） 

②黒鉛筆又はシャープペンシル 
※上記以外は、マークシートの読み取りができません。 

上記以外を使用した場合、採点対象外となります。 

③消しゴム（電動は不可） 
④顔写真付きの身分証明書（本人確認書類として、試験監督員が提示を求める場合がある） 

 
（２）机上に置く、又は、使用することができる物（１１．（１）以外） 

<事前申請が不要な物>  
①定規 
②時計（通信機能、計算機能がない物。秒針音のしない物。スマートウォッチ等不可。音が出

ないように設定する）  ※時計がない会場もあります。 
③ハンカチ、ティッシュ（箱や袋から出し、中身のみ）＊ 
④目薬（挙手をして試験監督員に許可を得てから使用する）＊ 
⑤ひざかけ（上着をひざかけとして使用する場合も含む。机上に置くのは不可）＊ 
⑥無地の敷物（床に私物を置くために使用可）＊ 
※無地であればビニール袋や大判の紙でも構いません。新聞等、無地でない物を

使用した場合は不正行為とみなします。 
 

<事前申請が必要な物>  
10月 9日（金）までに当センターに申請し許可された場合、試験中、机の上に 

置くことができる物 

⑦薬（目薬以外の物）＊ 
⑧拡大鏡（虫眼鏡等、机の上に置く形状の物）＊ 
※眼鏡や老眼鏡、身に付ける形状の物は事前申請不要です。眼鏡ケースは不可。 
⑨補聴器（装着している場合でも、当日、確認させていただくことがあります） 
⑩その他、身体的な事情等により使用する必要がある物（腰痛対策のクッション等）＊ 
※申請期限後の急な疾病、事故により⑦～⑩が必要となった場合は、医師の診断書

を用意の上、試験前日までに当センター宛に電話で事情をお申し出ください。 
 
（注）＊がついている物については、当日、試験監督員が確認させていただきます。 

辞書・参考書等、鉛筆削りは試験時間中の使用不可。 
耳栓は使用不可（試験監督員の指示が聞こえないため）。 

     

（３）試験会場について 

①受験票に記載された試験地（試験会場）以外では受験できません。 

②試験会場に駐車スペースの用意はありません。公共交通機関をご利用ください。 

③空調の温度調整が困難な場合があります。調節可能な服装で来場してください。 
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④試験時間中に日常的な生活騒音（航空機・自動車・風雨・空調の音など、試験監

督員の足音、他の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音など）が発生した場合で

も救済措置は行いません。 

⑤換気のため、試験時間中も含め、ドア等を開放することがあります。 

 

（４）受験上の注意 

①10：10までに着席してください。入室開始は 9：50を予定しています。 

②試験の開始及び終了は、試験監督員の時計を基準とします。 

③試験開始後 30 分を超えて遅刻した場合（所定の座席に着席できなかった場合）

は受験できません。事情は一切考慮しません。 

④試験の内容についての質問には、一切お答えできません。 

⑤昼食は各自でご用意ください。自席飲食可。ゴミは各自お持ち帰りください。 

⑥試験時間中の飲食はできません。水分補給が必要な方は、ペットボトル（ラベル

ははがす）又は水筒に入った飲料のみ認めますが、足元に置いてください（缶飲

料は不可）。水分補給の際は、挙手をして試験監督員に許可を得てください。 

⑦試験中、受験申込書の顔写真と照合するため、試験監督員が声をかけることがあ

ります。マスク着用の場合は、確認にご協力ください。 

⑧試験中は、試験監督員の指示に従ってください。 

⑨携帯電話・スマートフォン・スマートウォッチ等は、試験時間中必ず電源をお切

りください。試験時間中に使用した場合、不正行為とみなします。 

⑩試験監督員は、試験実施中に不正を行った者に対し、受験を中止させ、退場させま

す。また、試験監督員は、試験会場の秩序を乱す行為をした者及び他の受験者に迷

惑を及ぼす行為をした者と判断した者に対し、受験を中止させ、退場させる場合が

あります。 

⑪不正行為等（⑨⑩）があった場合は、採点を要しない者として取り扱います。ま

た、合格認定後に虚偽又は不正の事実に基づいて受験していたことが発覚した場

合、合格認定の決定を取り消します。不正受験者に対する返金は行いません。 

⑫試験終了後、試験問題を持ち帰ることができます。ただし、災害等により第 1次

試験を複数回実施する場合は、公平性の観点から、持ち帰ることができません。 

⑬午前及び午後の試験では、途中退出は認めません（やむを得ないトイレや体調不

良の場合を除く）。棄権する場合には、各試験開始から 60分経過後に限り退出を

認めますが、この場合、試験問題の持ち帰りはできません。 

⑭咳が出る方は、マスクを着用するなど、周囲の方への配慮にご協力ください。 
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④試験時間中に日常的な生活騒音（航空機・自動車・風雨・空調の音など、試験監

督員の足音、他の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音など）が発生した場合で

も救済措置は行いません。 

⑤換気のため、試験時間中も含め、ドア等を開放することがあります。 

 

（４）受験上の注意 

①10：10までに着席してください。入室開始は 9：50を予定しています。 

②試験の開始及び終了は、試験監督員の時計を基準とします。 

③試験開始後 30 分を超えて遅刻した場合（所定の座席に着席できなかった場合）

は受験できません。事情は一切考慮しません。 

④試験の内容についての質問には、一切お答えできません。 

⑤昼食は各自でご用意ください。自席飲食可。ゴミは各自お持ち帰りください。 

⑥試験時間中の飲食はできません。水分補給が必要な方は、ペットボトル（ラベル

ははがす）又は水筒に入った飲料のみ認めますが、足元に置いてください（缶飲

料は不可）。水分補給の際は、挙手をして試験監督員に許可を得てください。 

⑦試験中、受験申込書の顔写真と照合するため、試験監督員が声をかけることがあ

ります。マスク着用の場合は、確認にご協力ください。 

⑧試験中は、試験監督員の指示に従ってください。 

⑨携帯電話・スマートフォン・スマートウォッチ等は、試験時間中必ず電源をお切

りください。試験時間中に使用した場合、不正行為とみなします。 

⑩試験監督員は、試験実施中に不正を行った者に対し、受験を中止させ、退場させま

す。また、試験監督員は、試験会場の秩序を乱す行為をした者及び他の受験者に迷

惑を及ぼす行為をした者と判断した者に対し、受験を中止させ、退場させる場合が

あります。 

⑪不正行為等（⑨⑩）があった場合は、採点を要しない者として取り扱います。ま

た、合格認定後に虚偽又は不正の事実に基づいて受験していたことが発覚した場

合、合格認定の決定を取り消します。不正受験者に対する返金は行いません。 

⑫試験終了後、試験問題を持ち帰ることができます。ただし、災害等により第 1次

試験を複数回実施する場合は、公平性の観点から、持ち帰ることができません。 

⑬午前及び午後の試験では、途中退出は認めません（やむを得ないトイレや体調不

良の場合を除く）。棄権する場合には、各試験開始から 60分経過後に限り退出を

認めますが、この場合、試験問題の持ち帰りはできません。 

⑭咳が出る方は、マスクを着用するなど、周囲の方への配慮にご協力ください。 
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１１２２．．第第 22次次試試験験当当日日のの注注意意事事項項等等  

第 1次試験合否結果通知を持参してください。 

第 2次試験の受付時間等詳細は、第 1次試験合否結果通知に記載します。 

携帯電話・スマートフォン・スマートウォッチ等は、試験時間中必ず電源をお切

りください。試験時間中に使用した場合、不正行為とみなします。 

試験時間中は、録音・撮影を一切禁止します。  

  

  

１１３３．．第第 11次次試試験験試試験験問問題題公公表表及及びび正正答答発発表表  

10月 19日（月）夜以降に、当センターウェブサイトに掲載します。 

※論文試験の模範解答は掲載しません。 

※試験問題に関するお問い合わせには回答しません。 

※公表予定日時のお問い合わせにも回答しません。適宜ウェブサイトをご確認く

ださい。  

  

  

１１４４．．結結果果通通知知等等  

（１）第 1次試験 

合否結果（圧着はがき）は、11月 24日（予定）に特定記録郵便にて発送します。 

ご自身の第 1次試験の得点結果も記載されています。合格者には第 2次試験の案内も

記載します。 

※第 1次試験では、合格者の受験番号の「お知らせサイト」への掲載はありません。 

※欠席者、棄権者については合否結果を通知しません。 

  

（２）第 2次試験 

合否結果は、2027年 1月 8日（予定）に特定記録郵便にて発送します。合格者には

合格証・認定証等も同封します。 

結果の発送に先立ち、12月 24日（予定）に、第 2次試験免除申請者を含む最終合

格者の受験番号を「お知らせサイト」に掲載します。 

第 2次試験の不合格者に対する翌年度の第 1次試験の免除措置はありません。 

※欠席者、棄権者については合否結果を通知しません。 
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「消費生活専門相談員」資格

をお持ちの方は、「有」にチェ

ックした上で、登録管理のた

め、現在有効な登録番号を必

ず記入してください。 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

【記入例１】受験申込書 

・受験申込前 6 か月以内に

撮影した写真 

・正面を向き、肩から上、帽

子・マスク・サングラスは

外して撮影 

・無背景のもの 

・白黒・カラーいずれも可 

第 1 次試験受験希望地の 1 つ

にチェック（全員） 

・受験票や合否結果通知等

は現住所に郵送します。 

・平日の日中につながる電

話番号を、必ず記入して

ください。 

受験者への「お知らせメー

ル」のほか、受験申込書の記

入内容に関する問合せを送

信します。受験要項 1 頁を

必ず読んだ上で、「お知らせ

メール」を受信できるよう

に設定してください。 

 

 

・第 2 次試験希望地の 1 つ

にチェック 

・第 2 次試験の免除申請を

する場合、当欄のチェッ

クは不要 

（当記入例は、免除の申請

をしないケース） 

・第 2 次試験の免除の申請をする場合、「有」及び該当する「区分」に

チェック（当記入例は、免除の申請をしないケース） 

・「有」及び「区分」にチェックをした場合、必要書類も同封（オンラ

イン申込をする場合はアップロード）してください。 

受験要項「９．試験の一部免除措置の申請」の注意事項を必ず読んだ上

で提出してください。 

 

アンケートにも是非ご協力ください（アンケー

ト部分が無記入でも、不備にはなりません）。 

旧氏での受験申込みを希望さ

れる方は、ヘルプデスクまで

ご連絡ください。  

15 

 
  

【記入例２】試験の一部免除を申請する場合（９．①区分Ａの例） 
 

押印は不要。 

消費生活センター長

又は所属部署の責任者

名で記入。地方公共団

体から消費生活相談業

務等の事務を受託して

いる団体からの証明の

場合は、受託団体名、

代表者名で記入。 

電話番号は、証明書の

記入内容に関して問い

合わせをする場合に使

用します。 

勤務先機関名は、消費

生活センター名又は消

費生活相談窓口名を記

入してください。 

地方公共団体から消費

生活相談業務等の事務

を受託している団体が

証明書を発行する場合

は、勤務先機関名は、委

託元の地方公共団体名

（センター名又は相談

窓口名）を、在籍期間は

証明を受ける者が委託

元において実務に就い

ている期間（証明書作

成日現在まで）を記入

してください。また、そ

の場合は、欄外(表の

下)に受託期間も併せ

て記入してください。 

証明書作成日を記入。 
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ず記入してください。 
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で提出してください。 

 

アンケートにも是非ご協力ください（アンケー

ト部分が無記入でも、不備にはなりません）。 

旧氏での受験申込みを希望さ

れる方は、ヘルプデスクまで

ご連絡ください。  
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【記入例２】試験の一部免除を申請する場合（９．①区分Ａの例） 
 

押印は不要。 

消費生活センター長

又は所属部署の責任者

名で記入。地方公共団

体から消費生活相談業

務等の事務を受託して

いる団体からの証明の

場合は、受託団体名、

代表者名で記入。 

電話番号は、証明書の

記入内容に関して問い

合わせをする場合に使

用します。 

勤務先機関名は、消費

生活センター名又は消

費生活相談窓口名を記

入してください。 

地方公共団体から消費

生活相談業務等の事務

を受託している団体が

証明書を発行する場合

は、勤務先機関名は、委

託元の地方公共団体名

（センター名又は相談

窓口名）を、在籍期間は

証明を受ける者が委託

元において実務に就い

ている期間（証明書作

成日現在まで）を記入

してください。また、そ

の場合は、欄外(表の

下)に受託期間も併せ

て記入してください。 

証明書作成日を記入。 
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【記入例３】試験の一部免除を申請する場合（９．②区分Ｂの例） 

押印は不要。 

消費生活センター長

又は所属部署の責任者

名で記入。地方公共団

体から消費生活相談業

務等の事務を受託して

いる団体からの証明の

場合は、受託団体名、代

表者名で記入。 

電話番号は、証明書の

記入内容に関して問い

合わせをする場合に使

用します。 

書類作成日を記入。 

勤務先機関名は、消費

生活センター名又は消

費生活相談窓口名を記

入してください。 

地方公共団体から消費

生活相談業務等の事務

を受託している団体が

証明書を発行する場合

は、勤務先機関名は、委

託元の地方公共団体名

（センター名又は相談

窓口名）を、採用予定年

月日は証明を受ける者

が委託元において実務

に就く予定年月日を記

入してください。また、

その場合は、欄外(表の

下)に受託期間も併せ

て記入してください。 
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【記入例３】試験の一部免除を申請する場合（９．②区分Ｂの例） 

押印は不要。 

消費生活センター長

又は所属部署の責任者

名で記入。地方公共団

体から消費生活相談業

務等の事務を受託して

いる団体からの証明の

場合は、受託団体名、代

表者名で記入。 

電話番号は、証明書の

記入内容に関して問い

合わせをする場合に使

用します。 

書類作成日を記入。 

勤務先機関名は、消費

生活センター名又は消

費生活相談窓口名を記

入してください。 

地方公共団体から消費

生活相談業務等の事務

を受託している団体が

証明書を発行する場合

は、勤務先機関名は、委

託元の地方公共団体名

（センター名又は相談

窓口名）を、採用予定年

月日は証明を受ける者

が委託元において実務

に就く予定年月日を記

入してください。また、

その場合は、欄外(表の

下)に受託期間も併せ

て記入してください。 
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【記入例４】試験の一部免除を申請する場合（９．③区分Ｃの例） 

押印は不要。 

消費生活センター長

又は所属部署の責任者

名で記入。地方公共団

体から消費生活相談業

務等の事務を受託して

いる団体からの証明の

場合は、受託団体名、代

表者名で記入。 

電話番号は、証明書の

記入内容に関して問い

合わせをする場合に使

用します。 

証明書作成日を記入。 

勤務先機関名は、消費生

活センター名又は消費

生活相談窓口名を記入

してください。 

2 か所以上から証明を

もらう場合は、合算して

1 年以上となっている

か確認してください。 

地方公共団体から消費

生活相談業務等の事務

を受託している団体が

証明書を発行する場合

は、勤務先機関名は、委託

元の地方公共団体名（セ

ンター名又は相談窓口

名）を、期間は、証明を

受ける者が委託元にお

いて実務に就いていた

期間を記入してくださ

い。また、その場合は、

欄外（表の下）に受託期

間も併せて記入してく

ださい。 
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(１)マークシート式試験 

以下の形式で出題します。解答用紙はマークシートを使用します。 

 

三肢択一式（例） 

それぞれの文章（ア～ウ）について、各問題文の指示に従い正答を 1 つ選んで、その記号

を解答用紙の解答欄にマークしなさい。 

①○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

ア ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

イ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

ウ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

※上記例の場合、1問、1点 

 

四肢択一式（例） 

次の文章の［   ］に入る最も適切な語句を、各文章に続けて示す選択肢の中から 1 つ

選び、解答用紙の解答欄にその番号をマークしなさい。 

①○○○○○○○○○○○○○○［  アア ］○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

  1. ○○○    2. ○○○    3. ○○○    4. ○○○  

※上記例の場合、1問、1点 

 

○×下線式（例） 

次の文章のうち、下線部が 2ヵ所＊とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所が

ある場合は、誤っている箇所（1ヵ所）の記号を解答用紙の解答欄にマークしなさい。 

 ＊誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。 

①○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。○○○○○○○○○○㋐○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○、㋑○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

※上記例の場合、1問、1点 

 

単純○×式(例) 

次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄にマークしなさい。 

①○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

②○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

③○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

※上記例の場合、3問、3点 

 

 

(２)論文試験 

出題されたテーマ 2つのうちから 1つを選択し、指定語句（4つ）をすべて使用して、800

字～1,000字で論述する形式です。  

≪参考１≫ 第 1次試験の出題形式 出題文や表記方法は変更する可能性があります 
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次の文章の［   ］に入る最も適切な語句を、各文章に続けて示す選択肢の中から 1 つ

選び、解答用紙の解答欄にその番号をマークしなさい。 

①○○○○○○○○○○○○○○［  アア ］○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

  1. ○○○    2. ○○○    3. ○○○    4. ○○○  

※上記例の場合、1問、1点 

 

○×下線式（例） 

次の文章のうち、下線部が 2ヵ所＊とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所が

ある場合は、誤っている箇所（1ヵ所）の記号を解答用紙の解答欄にマークしなさい。 

 ＊誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。 

①○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。○○○○○○○○○○㋐○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○、㋑○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

※上記例の場合、1問、1点 

 

単純○×式(例) 

次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄にマークしなさい。 

①○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

②○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

③○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

※上記例の場合、3問、3点 

 

 

(２)論文試験 

出題されたテーマ 2つのうちから 1つを選択し、指定語句（4つ）をすべて使用して、800

字～1,000字で論述する形式です。  

≪参考１≫ 第 1次試験の出題形式 出題文や表記方法は変更する可能性があります 
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試験参考図書 

（１）当センターの出版物 

書籍名 2026年版 くらしの豆知識 

出版元 独立行政法人国民生活センター 

刊行年月 2025年 9月 

価 格 定価 660円（税込み） 

入手方法 ネット書店等で購入可能。詳細は以下のウェブサイトを参照。 

U R L https://www.kokusen.go.jp/book/data/mousikomi.html 

 

 

❉以下の書籍は、受験希望者に対する試験参考図書の周知を目的に、掲載に関し公募したも

のです（当センターが内容について承認・監修等を行ったものではありません）。 

（２）受験対策テキスト  

書籍名 消費者問題入門（第 1分冊） 2026年度消費生活相談員資格試験 受験対策テキスト    

 消費者問題入門（第 2分冊） 2026年度消費生活相談員資格試験 受験対策テキスト   

（各単元末に関連分野の 2023～2025年度消費生活相談員資格試験問題解説付） 

刊行年月 2026年 4月（予定） 

出版元 公益社団法人全国消費生活相談員協会 

価 格 9,500円（税込み・送料別。2冊セット価格） 

入手方法 以下のウェブサイト経由又は FAX（03-5614-0743）で出版元宛に申し込む 

U R L https://zenso.or.jp/  

  ＞出版物のご案内＞出版物のご注文＞書籍他 より申込み 

 

（３）過去問題解説  

書籍名 ①2022～2024年 消費生活相談員資格試験 科目別過去問題集【問題編】・【解説編】 

 ②2025年度 消費生活相談員資格試験 オリジナル解説集 

刊行年月 2026年 4月（予定） 

出版元 特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット 

価 格 ①7,000円（税込み・送料込み。【問題編】・【解説編】2冊セット価格）  

 ②3,000円（税込み・送料込み） 

入手方法 以下のウェブサイト経由又はメール（tekikaku-jukenkoza@hyogo-c-net.com）で出版

元宛に申し込む 

U R L https://www.hyogo-c-net.com/  

＞サイト内チラシに掲載の QRコード又は URLより申込み 

 

❉万が一、上記書籍の記載内容に誤りや疑義があった場合、出版元へお問い合わせください 

  

≪参考２≫ 勉強方法、参考図書・参考ウェブサイト一覧 
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下表は、受験者の参考となる、公表（予定を含む）資料の一部です。  

 

ウェブサイト名 ＵＲＬ 

国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/ 

ウェブ版「国民生活」 https://www.kokusen.go.jp/wko/ 

  発表情報 https://www.kokusen.go.jp/news/news.html 

 過去の試験問題（5 年分） https://www.kokusen.go.jp/shikaku/exam.html 

消費者庁 https://www.caa.go.jp 

 消費者白書(※)  
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/wh

ite_paper/ 

特定商取引法ガイド https://www.no-trouble.caa.go.jp 

消費者教育ポータルサイト https://www.kportal.caa.go.jp 

消費者政策・消費者問題の歴史 https://www.kportal.caa.go.jp/consumer/history/  

消費者委員会（内閣府） https://www.cao.go.jp/consumer/ 

製品安全ガイド（経済産業省） https://www.meti.go.jp/product_safety/ 

電気通信消費者情報コーナー（総務省） 
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/s-jyoho.ht

ml 

J-FLEC金融経済教育推進機構 https://www.j-flec.go.jp 

(※) 令和８年版の公表予定日は未定です。 
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下表は、受験者の参考となる、公表（予定を含む）資料の一部です。  

 

ウェブサイト名 ＵＲＬ 

国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/ 

ウェブ版「国民生活」 https://www.kokusen.go.jp/wko/ 

  発表情報 https://www.kokusen.go.jp/news/news.html 

 過去の試験問題（5 年分） https://www.kokusen.go.jp/shikaku/exam.html 

消費者庁 https://www.caa.go.jp 

 消費者白書(※)  
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/wh

ite_paper/ 

特定商取引法ガイド https://www.no-trouble.caa.go.jp 

消費者教育ポータルサイト https://www.kportal.caa.go.jp 

消費者政策・消費者問題の歴史 https://www.kportal.caa.go.jp/consumer/history/  

消費者委員会（内閣府） https://www.cao.go.jp/consumer/ 

製品安全ガイド（経済産業省） https://www.meti.go.jp/product_safety/ 

電気通信消費者情報コーナー（総務省） 
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/s-jyoho.ht

ml 

J-FLEC金融経済教育推進機構 https://www.j-flec.go.jp 

(※) 令和８年版の公表予定日は未定です。 
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１．「消費生活専門相談員」資格とは 

  消費生活専門相談員資格認定制度は、1990 年の消費者保護会議（会長 内閣総理大臣）

の決定に基づき、当センターが実施する公的資格制度として創設されました。2003 年以降

は、内閣総理大臣が認可する当センターの中期計画に基づき、毎年度実施しており、「消費

生活専門相談員」資格認定者の多くが消費生活センター等で活躍しています。 

  当センターは、2016 年度から消費者安全法に基づく「消費生活相談員資格試験」の登録

試験機関となり、この試験の合格者には、同時に「消費生活専門相談員」の資格を付与し

ます。 

   

２．消費生活専門相談員資格認定制度のしくみ 

（１）合格者には、当センター理事長より「消費生活専門相談員」の資格も付与します（全員

に一律に付与）。有効期間は 5 年間です。資格認定日（取得日）は、2027 年 1 月 15 日で

す。 

   既に「消費生活専門相談員」資格認定を受けている者が本試験に合格した場合、有効

期限は 2027年 1 月 15 日から 5 年間に延長されますが、取得日は変わりません。 

（２）資格認定者の情報を管理するため、合格者には、「登録簿（氏名、住所等を記載いただ

くもの）」をご提出いただきます。予めご了承ください。 

（３）有効期間の最終年度（更新年度）に資格更新講座を受講することにより資格を更新す

ることができます。5 年後に更新するか否かを選択することが可能です。 

 

３．資格認定証の交付 

資格認定証（カードタイプ）を交付します。 

   

４．消費生活専門相談員資格認定者になると 

（１） 国・地方公共団体への情報提供 

 当センターでは、消費生活相談員の採用を希望する国・地方公共団体等から照会を受け、

消費生活専門相談員資格認定者の情報を提供しています（希望者のみ）。 

 

（２） 資格更新講座 

5 年ごとの資格更新には、原則として更新講座の受講が必要です。講座を通して、消費生

活相談員として必要な最新の関係法令や商品・サービスに関する知識を身につけることが

できます。 

 

５．費用 

最初の 5 年間については、費用は一切かかりません（紛失等による資格認定証再交付に

は別途手数料がかかります）。5 年後の更新時に、講座受講料と所定の手数料が必要です。 

参考：2025年度 更新講座受講料 1,700 円、更新手数料 4,500 円 

2025 年度 資格認定証再交付手数料 1,850 円 

国民生活センター独自の資格認定制度「消費生活専門相談員」資格との関係 




